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ご家族が障がいをお持ちの方の立場として、鹿児島

県手をつなぐ育成会理事である十島氏より「看取る」

事について家族が積極的に考える事で、「今」を生き

る事につがるのではないかというお話しでした。 

また、福祉現場の立場からは、北九州ひまわりの里

所長の早田氏より、介護技術に対する不快感や本人に

かかる負担について、高齢者施設は利用者から直接苦

情や日々の会話から探れるが、障害者施設は利用者本

人から苦情や日々の会話で探りにくいと思われる。従

って、障害者施設は高齢者施設より介護技術を向上さ

せる必要があるとのこと、健康で活き活き生活するた

めに「生活のハリ」が大事であること、医療行為が多

く福祉の現場では対応が困難な場面があるので、地域

との連携が必要であること、終末期をどのように過ご

したいかの模索が必要であることを挙げていました。 

その後、提言者の方たちの討論が行われ、やはりご

両親やご姉妹は自分が亡くなった後の本人さんの事

が心配ということから一番活発に議論されていたの

は『看取り』についてでした。「本人が施設での最後

を希望した場合は家族や周囲としっかりと話し合い

をしておく」、「家族が元気なうちに葬式の準備、どの

ようにするかを考えておく」、「施設での看取りは現実

難しい。終末期までなら体制を整えて可能。」、「親よ

り先に(本人が)亡くなって本当に親孝行と言えるの

か？」など施設の立場やご家族の立場からさまざまな

意見が出ていました。 

今回、この分科会に参加させていただき、福島育

成園でも今後、高齢化がますます進んでいく事になっ

ていくと思われるので、そのためにはどうしていけば

いいのかを考えさせられるとても貴重な時間となり

ました。また、家族として、職員としてそれぞれの立

場で違う視点を同じ壇上でお話しをされていたので、

様々な角度から「老い」を検討することができたと思

います。今の生活を充実したものにするためにも、「老

い」と向き合うべきだと思いました。 

 

 

 

育成会全国大会では、第５分科会（「権利」がテー

マ）に参加させて頂きました。 

参加者１６４名の中、全日本手をつなぐ育成会副理

事長 上原 明子 氏をコーディネーターとして、全日

本手をつなぐ育成会中央相談室長 細川 瑞子 氏の基

調講演から始まりました。権利擁護の話ということで、

そもそも「権利」とはというところから始まりました。

「権利」とは英語では「Ｒｉｇｈｔ」となります。こ

の「Ｒｉｇｈｔ」には「権利」という意味と「正しい」

という意味があり、権利主張や権利擁護という時の

「権利」が正しいと認められるためには、周りや社会

の皆の同意が必要である、ということでした。そして、

私たち皆が持っている基本的人権の中の選挙権につ

いてお話しされました。 

 今年６月に公職選挙法が改正されたが、そのきっか

けとなった名児耶さんによる成年被後見人選挙権裁

判について、最も早く法律を変えるための手段として、

「裁判」という方法を名児耶さんからの相談を受け、

提案をしたという細川氏、その後すぐに行動に移った

名児耶さんと「全国１００万人署名活動」や毎回裁判

傍聴席を埋めることで、社会を味方に付けた育成会の

活動によって、違憲判決、そして早期の法律改正につ

ながったとのことでした。何かを変えるためには、権

利主張をしても、それを周りがそうだそうだと同意し

なければ変わらない。育成会が果たした役割の大きさ

を感じるお話しでした。 

 提言者の厚生労働省障害福祉課 虐待防止専門官の

曽根 直樹 氏は、障害者虐待防止法についてお話しさ

れました。障害者虐待防止法は、福岡県の知的障がい

者更生施設「カリタスの家」で起きた入所者虐待事件

等をきっかけに、平成１７年から厚生労働省で勉強会

が始まり、平成２４年１０月に施行されたということ

です。この法律について、これまでに実際にあった虐

待事例を用いて説明されていました。虐待防止法施行

によって変わったこととして、例えば、施設から帰っ

てきたらアザができていたという場合、これまでは家

族が直接施設に聞くしかなかったが、法律施行後は、

家族は市町村に通報し、市町村職員が施設に確認する

こととなった。そうした市町村への通報が義務化され

たことがこの法律の大きなポイントとなります。また、

知的障がい者は、虐待を受けていても、虐待されてい

るという認識がない場合があるため、虐待を受けたと

思われる障がい者を発見した者に通報義務が課せら

せているとのことでした。 

 次に、提言者の福岡市手をつなぐ育成会 理事長 向

井 公太 氏は、福岡市育成会における権利擁護と虐待

防止への取り組みについてお話しされました。福岡市

育成会の実施している事業には、５施設と１事業部、

３グループホームがあり、毎年度虐待防止に関する専

門研修を行い、各施設に虐待防止委員会を設置してい

るそうです。また、法人内に理事長、施設長、そして

保護者会代表者を構成メンバーとした虐待防止機能 
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